
令和７年度簡裁訴訟代理等能力認定考査 

考  査  問  題

＜  注  意  ＞ 

１ 別に配布した解答用紙の該当欄に、受験地、受験番号及び氏名を必ず記

入してください。 

２ 考査時間は、２時間です。 

３ 考査問題は、記述式です。 

４ 問題の解答は、所定の解答用紙に記入してください。解答用紙への解答

の記入は、黒インクの万年筆又はボールペン（インクが消せるものを除

く。）を使用してください。解答用紙の解答欄に受験者の氏名又は特定人

の答案であると判断される記載がある場合には、その解答用紙の答案は、

採点されません。また、解答用紙の筆記可能線の外側に解答をした場合に

は、当該筆記可能線の外側に記載された部分は、採点されません。 

５ 解答用紙に受験地、受験番号及び氏名を記載しなかった場合は、採点

されません（考査時間終了後、これらを記載することは、認められませ

ん。）。 

６ 解答用紙は、書き損じても、補充しません。 

７ 不正行為があった場合には、その解答は無効とします。 

８ 考査問題に関する質問には、一切お答えしません。 

９ 考査問題は、考査時間終了後、持ち帰ることができます。 
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第１問 （別紙１）記載の〔Ｘの言い分〕及び〔Ｙの言い分〕並びに（別紙２）記載の〔Ｘ

の希望〕に基づき、以下の小問(1)から小問(7)までに答えなさい。 

なお、附帯請求については考慮しないものとする。また、令和７年４月１日にお

いて施行されている法令に基づいて解答するものとし、法令改正に伴う経過措置等

を考慮する必要はない。 

小問(1) ＸがＹに対して訴えを提起する場合の訴訟物及びその個数を解答用紙の第１欄

(1)に記載しなさい。

小問(2) 小問(1)の訴えに係る訴訟（以下「本件訴訟」という。）において、Ｘが訴状

に記載すべき請求の趣旨（付随的申立てを除く。）を解答用紙の第 1 欄(2)に記

載しなさい。 

小問(3) 本件訴訟において、Ｘが訴状において記載すべき請求を理由づける事実（要件

事実）を解答用紙の第１欄(3)に記載しなさい。 

なお、いわゆる「よって書き」は、記載することを要しない。また、記載に当

たっては、次の【記載例】のように、①要件事実ごとに適宜番号等を付して整理

して記載し、②請求原因が複数ある場合には請求原因ごとに分けた上で記載する

こと。さらに、要件事実のうち同一のものについては、適宜、他の請求原因の要

件事実の記載を引用して差し支えない（小問(4)及び小問(5)において同じ。）。 

【記載例】 

請求原因１ 

１ Ａは、令和〇年〇月〇日、Ｂに対し、甲土地を贈与した。 

２ ・・・

 請求原因２ 

 １ 請求原因１の１と同じ。 

 ２ ・・・

小問(4) 本件訴訟において、Ｙが主張すべき抗弁について、標題を付した上でその抗弁

事実を解答用紙の第１欄(4)に記載しなさい（ただし、〔Ｙの言い分〕の２にあ

る下線部の言い分については考慮しないものとする。）。 

なお、抗弁の標題を付すに当たっては、次の【記載例】のように、①抗弁の法

的内容が分かるように記載し、②小問(3)において解答した請求原因が複数ある

場合には、どの請求原因に対する抗弁であるかを明記すること。 

【記載例】 

 抗弁１ 錯誤による取消し（請求原因１に対し） 

 １ ・・・ 

 ２ ・・・ 
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小問(5) 本件訴訟において、Ｘが主張すべき再抗弁について、標題を付した上でその再

抗弁事実を解答用紙の第１欄(5)に記載しなさい（ただし、〔Ｙの言い分〕の２

にある下線部の言い分に対するⅩの反論については考慮しないものとする。）。 

なお、再抗弁の標題を付すに当たっては、①再抗弁の法的内容が分かるように

記載し、②小問(4)において解答した抗弁が複数ある場合には、どの抗弁に対す

る再抗弁であるかを明記すること。 

小問(6) Ｙは、本件訴訟において、〔Ｙの言い分〕の２にある下線部の言い分を代物弁

済の抗弁として主張することができるか。判例の立場を前提とした場合の結論及

びその理由を解答用紙の第１欄(6)に記載しなさい。 

小問(7) 本件訴訟において、裁判所からの和解勧試があり、Ｘは、自己の訴訟代理人で

ある司法書士Ｓ（簡裁訴訟代理等関係業務を行うに必要な能力を有する旨の法務

大臣の認定を受けているものとする。）に対し、（別紙２）記載の〔Ｘの希望〕

を話した。 

      次の文章は、これを踏まえて司法書士Ｓが作成した和解条項案である。（ ア ）

から（ オ ）までに入る適切な文言を解答用紙の第１欄(7)に記載しなさい。 

    １ 被告は、原告に対し、本件貸金債務として１００万円の支払義務があること

を（ ア ）。 

２ 被告は、原告に対し、前項の金員を次のとおり分割して、Ｍ銀行Ｎ支店の原

告名義の普通預金口座（口座番号１２３４５６７）に振り込む方法により

（ イ ）。ただし、振込手数料は被告の負担とする。 

⑴ 令和８年１月１０日限り、１０万円 

⑵ 令和８年２月１０日限り、１０万円 

⑶ 令和８年３月１０日限り、１０万円 

⑷ 令和８年４月１０日限り、７０万円 

３ 被告が前項の分割金の支払を怠り、その額が２０万円に達したときは、

（ ウ ）。 

４ 被告が前項の規定により期限の利益を失うことなく第２項⑴から⑶までの金

員を支払ったときは、原告は、被告に対し、（ エ ）。 

５ 原告は、その余の請求を放棄する。 

６ 原告及び被告は、原告と被告との間には、（ オ ）。 

７ 訴訟費用は各自の負担とする。 
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（以下の問題は、第１問と独立した問題として解答すること。） 

第２問 次の〔設例〕に基づき、以下の小問(1)から小問(5)までに答えなさい。 

なお、附帯請求については考慮しないものとする。また、令和７年４月１日にお

いて施行されている法令に基づいて解答するものとし、法令改正に伴う経過措置等

を考慮する必要はない。 

〔設例〕 

  １ Ｘは、令和５年１０月１２日当時、甲自動車を所有していた。 

  ２ Ｘは、令和５年１０月１２日、Ｙに対し、甲自動車を１３０万円で売った。ＸとＹ

は、同日、この売買契約について、契約書を取り交わした。また、ＸとＹは、甲自動

車の売買代金の支払期日を令和５年１１月６日と定めた。 

３ Ｚは、令和５年１０月１２日、Ｘとの間で、Ｙの売買代金債務を連帯保証するとの

合意をした。ＸとＺは、同日、この保証契約について、契約書を取り交わした。 

  ４ Ｘは、令和６年４月１５日、代金全額の支払を求めるために、Ｙ及びＺを被告とす

る訴え（以下「本件訴訟」という。）を簡易裁判所に提起した。 

 ５ 司法書士Ｐ（簡裁訴訟代理等関係業務を行うに必要な能力を有する旨の法務大臣の

認定を受けているものとする。）は、令和６年７月１０日、Ｙ及びＺから、本件訴訟

について相談を受け、Ｙ及びＺの訴訟代理人として本件訴訟に係る事件を受任した。 

６ 本件訴訟において、Ｙ及びＺは、甲自動車の代金１３０万円が令和５年１１月６日

に現金で弁済済みであるとの主張をしたが、Ｘは、この主張を争っている。司法書士

Ｐは、Ｙ及びＺの訴訟代理人として、第１回口頭弁論期日において、Ｘが作成したと

される領収書（以下「本件領収書」という。）を提出して書証の申出をした。 

 

小問(1) 本件訴訟において、Ｘが訴状に記載すべき請求の趣旨（付随的申立てを除く。）

を解答用紙の第２欄(1)に記載しなさい。 

小問(2) 本件訴訟において、次の各事実は、Ｘが訴状において記載すべき請求を理由づ

ける事実（要件事実）となるか。それぞれについて、結論及びその理由を解答用

紙の第２欄(2)に記載しなさい。 

    ① Ｘが令和５年１０月１２日当時甲自動車を所有していたこと 

    ② ＸとＺが令和５年１０月１２日に保証契約についての契約書を取り交わした

こと 

小問(3) 司法書士Ｐは、第１回口頭弁論期日において本件領収書を提出して書証の申出

をする際に、証拠説明書を提出した。次の文は、証拠説明書に記載すべき事項に

関する説明であるが、このうちの（ ア ）及び（ イ ）に入る文言を解答用

紙の第２欄(3)に記載しなさい。 
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 一般に、証拠説明書には、文書ごとに、「甲○号証」又は「乙○号証」のよ

うに番号を付した上で、文書の標目（原本・写しの別を含む。）、作成年月日、

（ ア ）及び（ イ ）を記載する。 

小問(4) 本件訴訟の第１回口頭弁論期日において、裁判官からＸに対して本件領収書の

成立の真正について争うかとの問いかけがあり、Ｘは、裁判官に対して、「争い

ません。」と返答した。その後、Ｘは、自らの力のみで主張立証活動を続けるこ

とに限界を感じ、司法書士Ｑ（簡裁訴訟代理等関係業務を行うに必要な能力を有

する旨の法務大臣の認定を受けているものとする。）に対し、訴訟代理人として

事件を受任してほしいと相談し、司法書士Ｑは、Ｘの訴訟代理人として本件訴訟

に係る事件を受任した。また、Ｘは、司法書士Ｑに対し、「本件領収書には確か

に私の実印が押印されています。しかし、私は本件領収書を作成したことはあり

ません。実は、私は、令和６年２月頃にＹに対して実印を預けていたことがあり

ますので、おそらく、そのときにＹが私の実印を勝手に押したに違いありません。」

と説明した。 

       この場合に、司法書士Ｑは、その後の口頭弁論期日において、第１回口頭弁論

期日におけるＸの主張を撤回し、本件領収書が偽造されたものであると主張して

その成立の真正を争うことができるか。判例の立場を前提とした場合の結論及び

その理由を解答用紙の第２欄(4)に記載しなさい。 

小問(5) 本件訴訟の第１回口頭弁論期日において、Ｙは、法廷に「司法委員」という肩

書きの者がいることに気付き、司法書士Ｐに対して司法委員の役割について質問

した。簡易裁判所における司法委員の役割を解答用紙の第２欄(5)に記載しなさ

い。 

 

（次の問題は、第２問の〔設例〕の事実関係を前提として解答すること。） 

第３問 司法書士Ｐが代金１３０万円の弁済の事実についてＹ及びＺからの聴き取りをす

ると、Ｙは「代金１３０万円は私が用意したものである。Ｚに迷惑はかけていない。」

と説明した一方で、Ｚは「代金１３０万円は私が保証人としてＹに代わって支払っ

た。Ｙにはこの１３０万円を返してもらうつもりである。」と説明した。この場合

に、司法書士Ｐは、Ｙ及びＺの訴訟代理人として事件を受任し続けることができる

か。結論及びその理由を解答用紙の第３欄に記載しなさい。  
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（別紙１） 

 

〔Ｘの言い分〕 

１ 私は、令和２年４月５日に、学生時代からの友人であるＹから、電話で、１００万円

を貸してほしいとの相談を受けました。Ｙの話によれば、自宅のローンを半年前から滞

納しており、このままでは自宅を差し押さえられてしまうが、６月になればまとまった

お金が入るとのことでした。私は、Ｙの助けになりたいと思い、銀行から１００万円を

引き出して、自宅に用意しました。 

２ ところが、私は、銀行から帰った直後から高熱を出してしまい、市内の大学病院に入

院することとなってしまいました。そこで、私は、病院から、長男のＡに電話をして、

自宅のタンスに保管してある１００万円をＹに貸すように伝え、返済期日などの細かな

条件についてはＡとＹとの間で話し合うように伝えました。 

３ 私は、月末になってようやく退院することができました。Ａからは、令和２年４月１

０日に、入院中の私に代わってＹに１００万円を貸したことや、Ｙが令和２年６月１０

日までに私に返済すると約束したこと、利息は請求しないという約束をしたことなどに

ついて、報告を受けました。 

４ 私は、令和２年６月１０日に、Ｙから、約束の１００万円をすぐには返済できないと

伝えられました。私は、Ｙに対し、ちゃんと返してくれないと困ると返答しましたが、

Ｙがお金に困っていたことも知っていましたし、いつか返してくれれば良いと思ってい

ましたので、この日は、それ以上強くは請求しませんでした。 

５ その後も私はＹが自発的に１００万円を返すのを待っていたのですが、Ｙから何の連

絡もないまま数年が経ちました。私は、Ｙが借金のことを忘れているのではないかと不

安になり、令和７年８月１０日、Ｙに電話をして、貸していた１００万円を返してほし

いと伝えました。これに対し、Ｙは、１００万円の借金があることは分かっているもの

の、今すぐには返済できないためもうしばらく待ってほしいと言うばかりでした。私は、

Ｙの態度に納得いかなかったものの、Ｙの言葉を信じて、もう少し待つことにしました。 

６ ところが、令和７年８月２２日にＹから届いた電子メールを見て、私はとても驚きま

した。Ｙは、私から借りた１００万円の借金は返済済みだとか時効で消滅したとかと言

うのです。私はすぐにＹに電話をしてみたのですが、Ｙは電話に出ませんでした。 

７ ところで、Ｙは、１００万円の借金の返済に代えて甲土地を譲渡する約束をしたと主

張しているようですが、私の認識とは全く異なります。そもそも甲土地には竹が乱雑に

生えており、とても管理が大変な状態であったため、１００万円の価値はありませんで

した。そのため、私は、竹を伐採・伐根した後であれば、Ｙの打診を検討しても良いと

返答したのです。Ｙはその後も甲土地の管理をすることなく放置していますし、甲土地
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の登記はＹ名義のままです。１００万円の支払に代えて甲土地を譲り受けるという話は

合意には至っていません。 

８ Ｙには、今すぐ、私が貸した１００万円を返してもらいたいです。なお、Ｙとの間で

は利息の請求はしない約束でしたので、利息や遅延損害金の支払は求めません。 

 

〔Ｙの言い分〕 

１ 私は、確かに、令和２年４月１０日に、Ⅹから１００万円を借りました。私は、この

１００万円を６月１０日までに返すと約束していたのですが、約束の日までにまとまっ

たお金を用意することができませんでした。 

２ 私は、令和２年６月１０日、Ｘの自宅に行き、約束を守れなかったことを謝罪すると

ともに、１００万円の返済に代えて、私が所有する甲土地をＸに譲渡することでどうか

との提案をしました。Ｘは、私の提案をすぐに快諾してくれました。Ｘから竹の伐採を

求められたことはありません。甲土地の登記は今も私の名義のままですが、Ｘからの求

めがあれば、所有権移転登記手続に協力します。 

３ その後、Ｘとは会う機会も減り、私たちの関係は疎遠になっていきました。他の友人

から聞いたのですが、どうやら、Ｘは、令和６年頃からギャンブルに手を出してしまっ

たようで、消費者金融から多額の借入れをして金に困っているとのことでした。 

４ 令和７年８月１０日、Ｘから突然電話があり、私は非常に驚きました。Ｘは、私に、

１００万円を返済してほしいと言うのです。私は、１００万円の件は既に清算済みであ

ると思っていたものの、突然の電話に困惑し、何と言って良いのか分からなかったため、

Ｘに対し、今すぐに返事をすることはできないと言いました。この日に私が１００万円

の返済を約束したことはないですし、支払の猶予を求めたこともありません。 

５ 私は、令和７年８月２１日、弟のＢに、Ｘとのやりとりについて、相談しました。Ｂ

は、甲土地の譲渡の約束がどうだったにせよ、長年にわたってＸからの請求もなかった

のであるから１００万円の返済義務は既に時効により消滅しているのではないかと教え

てくれるとともに、Ｘとは関係を絶った方が良いのではないかとのアドバイスをしてく

れました。そこで、私は、令和７年８月２２日、Ｘに対し、１００万円の件は甲土地の

譲渡によって清算済みであるとの私の認識を説明するとともに、１００万円の返済義務

が残っていたのだとしても消滅時効を主張するとの電子メールを送りました。そして、

Ｘからの電話に出ないようにしていました。 

６ Ｘからの請求に応じることはできません。  
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（別紙２） 

〔Ｘの希望〕 

１ Ｙに対する裁判を起こしたものの、実のところ、私は、Ｙが直ちに１００万円全額を

支払える資力があるとは思っていません。Ｙは今でも生活が苦しいようですので、毎月

１０万円の支払が限界であろうと思っています。また、１００万円のうち３０万円を支

払ってくれるのであれば、残りは免除しても良いと思っています。 

２ このまま裁判を続ければ私が勝訴できると確信していますが、今後の手続にかかる時

間や費用を考えると、早期の解決ができるのであれば、多少の譲歩はやむを得ないと思

っています。家族からも、友人を相手にした裁判をいつまでも続けるのは良くないと言

われています。 

３ こうした私の気持ちを踏まえて、裁判官から、次のような分割払の約束をした上で、

Ｙが⑴から⑶までの３０万円を支払えば、私が⑷を免除するという和解をしてはどうか

との提案があったと聞きました。 

 ⑴ 令和８年１月１０日限り、１０万円 

 ⑵ 令和８年２月１０日限り、１０万円 

 ⑶ 令和８年３月１０日限り、１０万円 

 ⑷ 令和８年４月１０日限り、７０万円 

４ 私は、このような裁判官の提案に応じたいと思います。 

Ｙには約束どおり払ってもらいたいと思っていますが、最近のＹの収入は安定しない

ようですので、場合によっては、各月の支払額が１０万円に満たないときもあるかもし

れません。私も鬼ではありませんのである程度は大目に見ようと思っています。 

  しかし、Ｙがこの分割払の約束を破り、未払額が２０万円分に達したときには、もう

我慢できませんので、私が貸したお金を直ちに全額返してもらいたいですし、Ｙが支払

をしないときにはその財産を差し押さえられるような形の和解条項を作ってほしいです。 

５ Ｙがこうした条件を飲んでくれるのであれば、私は、Ｙとの間の今回の訴訟を和解に

よって解決したいと思っています。 

６ ところで、私とＹとの間には、今回の訴訟とは別に、ある建物をめぐる紛争もありま

す。今回の訴訟を和解によって解決するに当たっては、この建物についての私の権利や

Ｙの義務に影響しないようにしていただきたいです。 
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